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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第15期は当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載しておりません。 

回次 
第16期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第15期 

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

売上高（千円） 972,211 2,945,334 

経常利益（千円） 93,152 △186,533 

四半期（当期）純利益（千円） 36,495 △422,300 

純資産額（千円） 2,423,817 1,599,354 

総資産額（千円） 3,459,816 2,592,763 

１株当たり純資産額（円） 24,421.08 19,924.45 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
416.56 △6,403.19 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
409.78 － 

自己資本比率（％） 67.8 54.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
150,428 500,526 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△129,928 △954,100 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
△10,639 286,978 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
545,250 517,171 

従業員数（人） 283 275 



２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社においても異動はありません。  

  

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  
  
 なお、平成20年７月1日付で、株式会社ガーラのオンラインゲーム事業部門及び間接部門を、連結子会社である株

式会社ガーラモバイルへ会社分割による承継を行い、株式会社ガーラをグループ全体の経営戦略及び管理統括に機能

を集約する純粋持株会社とした純粋持株会社体制へ移行いたしました。 

  また、株式会社ガーラモバイルは同日付でＰＣ、モバイル両面からオンラインゲーム事業を行う株式会社ガーラジ

ャパンへの商号変更を行っております。 

 この分社化により、各会社の自律的な経営を推進し、また意思決定の迅速化や責任体制の明確化を促進し、連結業

績への貢献を進めていく方針であります。 

  

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

  

(2）提出会社の状況 

  

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 283   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 46   



第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 
  

(2）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間の受注実績については、当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載はして

おりません。 
  

(3）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

オンラインゲーム事業（千円） 852,042 

データマイニング事業（千円） 77,539 

コミュニティ・ソリューション事業（千円） 42,630 

合計（千円） 972,211 



２【経営上の重要な契約等】 

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。 

  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

  

 （１）業績の状況 

    当第１四半期連結会計期間における当社グループのおかれる、インターネット業界におきましては、各国に

おいてブロードバンドの普及を背景に、個人の生活にインターネットが浸透し、オンラインゲームの利用者

数、ブログやＳＮＳなどを利用した個人からの情報発信が増加し続けております。 
  

    当社グループの当第１四半期連結会計期間における業績の概況は以下のとおりであります。 
  

    当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、972,211 千円となり、当社グループにおけるグループ企業や事

業の増加により大幅増収となりました。 

一方で、グループ規模の増加に伴う人件費や賃借料の増加や、欧州を中心としたプロモーション費用の増加、

及び、グループ再編に伴うのれん償却額の増加など、販売費及び一般管理費は増加したものの、営業利益

は 101,062 千円（前年同四半期営業損失 16,336 千円）、経常利益 93,152 千円（前年同四半期経常損

失 35,447 千円）、連結四半期純利益 36,495 千円（前年同四半期四半期純損失 82,278 千円）となり、大幅

に業績が改善いたしました。 

      また、売上高におきましては、オンラインゲーム事業の構成比率が 87.6％（前年同四半期比 6.5 ポイント

増）となり、さらに海外売上高の構成比が 80.8 ％（前年同四半期比 16.3  ポイント増）となり、さらに所

在地別では欧米地域の連結子会社の売上高の構成比が 71.6 ％（前年同四半期比 23.0 ポイント増）となり、

グループの収益構造は前連結会計年度に引き続き変動いたしました。 
  
    ①オンラインゲーム事業 

      オンラインゲーム事業におきましては、前連結会計年度にフランス語圏とドイツ語圏での       

「Flyff Online」（フリフ）、「Rappelz」（ラペルズ）が商業化されたことを受け、欧州の連結子会社のオ

ンラインゲームパブリッシングが順調に伸張し、会員数の増加や売上高の増加となり、前連結会計年度に引き

続き規模拡大に向けて当社グループの事業の牽引役となっております。また、日本、米国のオンラインゲーム

パブリッシングにおいても、前連結会計年度に引き続き堅調に推移しております。その一方で、当社グループ

との提携によるパブリッシングにおいては、「Rappelz」の中国における商業化や「Flyff Online」の南米

（チリ）における商業化などを進めたものの、アジアでの売上高が引き続き減少したことなどもあり、韓国開

発会社のロイヤリティ収入による売上高は前第４四半期連結会計期間に引き続き一部減収となりました。 

      当第１四半期連結会計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、852,042 千円（前年同四半期比 49.1 ％

増）となりました。 
  
    ②データマイニング事業 

      インターネット上のリスク情報を収集し報告するモニタリングサービスにつきましては、当第１四半期連結

会計期間におきましても堅調に推移しておりますが、前連結会計年度において「バイラルリサーチシステムに

関する事業」の譲渡を行ったことなどにより、データマイニング事業の当第１四半期連結会計期間の売上高

は、77,539 千円（前年同四半期比 12.6 ％減）となりました。 
  
       ③コミュニティ・ソリューション事業 

      オンライン・コミュニティの運営受託やウェブサイトの構築・運営を受託する当該事業においては、国内子

会社がサービスを提供していますが、コミュニティ受託の終了などを受けて、コミュニティ・ソリューション

事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は、42,630 千円（前年同四半期比 4.7％減）となりました。 

  

     各所在地別セグメントの業績の概況は次のとおりであります。 
  
      ①日本 

       当社及び連結子会社による売上高は、187,311千円（内部取引を含む）、営業損失119,651千円（内部取引

を含む）となりました。  
  
     ②米国 

       連結子会社Gala-Net Inc.による売上高は342,707千円（内部取引を含む）、営業損失が448千円（内部取

引を含む）となりました。 
  
    ③欧州（アイルランド） 

       連結子会社Gala Networks Europe Ltd. による売上高はは352,995千円、営業利益が127,112千円（内部取



引を含む）となりました。  
  
    ④韓国 

       連結子会社であるAeonsoft Inc.とnFlavor Corp.の売上高は289,365千円（内部取引を含む）、営業利益

74,950千円（内部取引を含む）となりました。 

  

  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

       現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて28,078 千円増加

し、545,250 千円となりました。 
  
    ①営業活動によるキャッシュ・フローの状況 

       営業活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金が 150,428千円となりました。収入の主な内訳は税

金等調整前四半期純利益 92,582千円や減価償却費 71,334千円や前受金の増加 51,962千円、のれん償却

額 38,716千円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額 61,077千円や売上債権の増加 29,126 千円、

賞与引当金の減少額 7,912千円であります。 
  
    ②投資活動によるキャッシュ・フローの状況 

       投資活動によるキャッシュ・フローは、129,928千円の資金使用となり、これは主に固定資産の取得によ

るものであります。 
  
    ③財務活動によるキャッシュ・フローの状況 

       財務活動によるキャッシュ・フローは、10,639千円の資金使用となりました。これは主に新株発行に伴う

支出によるものであります。 

  

 （３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

        当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

  

   （４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

        当社グループでは、以前から進めてきております収益構造の転換が進んだことにより、収益の事業構成比

が大きく変動いたしました。 

             当社グループは、早期の業績回復に取り組んでおり、今後も継続的な収益の見込めるオンラインゲーム事

業の拡大に努めてまいりますが、オンラインゲーム事業におけるサービス提供準備や課金のスケジュールが

遅延する等の変動要因が、経営成績に重要な影響を与える可能性があります。  

  また、オンラインゲーム事業拡大に伴う資本提携により当社グループの構成や損益構成の変化が、経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。  

  当社グループでは、「オンライン・コミュニティ」を中心としてビジネス展開を行い、継続的な収益の拡

大を実現するため、オンラインゲーム事業を中心にグローバルなビジネス展開を推進し、世界規模のビジネ

スネットワークの構築にむけて取り組んでまいります。  

  オンラインゲーム事業におきまして北米・欧州のＰＣ向けオンラインゲーム市場は引き続き拡大すること

が見込まれており、また、他地域でもオンラインゲーム市場の増加が見込まれる地域において、当社グルー

プとして、連結子会社の提供するオンラインゲームタイトルの増加、連結子会社が開発したオンラインゲー

ムの他地域へのライセンス展開を行っていく予定であります。 

  

     （５）経営者の問題認識と今後の方針について 

             インターネット環境が日々進化し普及率が高まるにつれて、企業においてもインターネットを活用したマ

ーケティング活動の重要性が高まっており、特にインターネット上の口コミについてのマーケティング利用

が注目されてきております。また、個人消費者におけるインターネット環境が向上し、人々の関わり方にも

変化がもたらされています。 

             当社グループにおきましても、オンラインゲームを中核とするオンライン・コミュニティを中心としたビ

ジネスをグローバルに展開し、リーディングカンパニーとなるための競争優位性の確立期と認識しておりま

す。 

            中長期的には以下の戦略において事業展開を計画しております。  
  
              ①オンラインゲーム事業  

                欧米言語圏（主な地域としては、北米、欧州、南米）でのMMORPGを中心としたゲームポータルサービ

スの確立を目指します。今後もグループ会社を中心に優良なオンラインゲームを開発し、サービス提供

することにより、継続的かつ高収益を目指し、グローバルなオンラインゲームカンパニーの地位の早期



確立を目指します。  

                 さらに、国内モバイル向けのオンラインゲームサービスの収益化を目指します。 
  
              ②データマイニング事業  

                当社グループの提供するデータマイニングの収益及び販売体制の拡大を目指します。 

  リスクモニタリングサービスにおいては、現在シェアNo.1のサービスとなっておりますが、サービス

の品質向上に努め、更なる収益の拡大を図ってまいります。  
  
              ③コミュニティ・ソリューション事業  

                 当社の提供するコミュニティのソリューションビジネスにおける更なる拡充及び効率化を目指しま

す。「オンライン・コミュニティ」の確立により派生する新たなサービスを、既存のサービスと相互に

関与させることにより、当社グループのビジネスへの展開を目指しております。 

  



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 281,424 

計 281,424 

種類 
第１四半期会計期間末現在
発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月14日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 96,117 96,117 

大阪証券取引所 

ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」 

－ 

計 96,117 96,117 － － 



（２）【新株予約権等の状況】 

①会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権 

平成18年６月27日定時株主総会特別決議及び平成18年７月４日開催の取締役会決議 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

 ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

  とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率  

      また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。 

２．当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整

するものとする。  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  490 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  490 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  102,547 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
 自平成20年７月５日 

 至平成25年６月26日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格  102,547 

 資本組入額  51,274 

新株予約権の行使の条件 

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)この他、権利行使の条件は平成18年６月27日の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する新株予約割当契約書の

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。 

代用払込みに関する事項    － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   (注)３ 

新株予約権の取得条項に関する事項   (注)４ 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



３．組織再編行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案

の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項 

 下記４ 新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない

ものとする。 

４．新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)及び(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得するこ

とができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  



②会社法に基づき発行した新株予約権 

平成18年６月27日定時株主総会特別決議及び平成18年７月４日開催の取締役会決議 

  

 （注）１．新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行数から既に

権利者による権利放棄の申し出があった株式の数を減じた数とする。 

２．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整

するものとする。  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  381 (注)１,２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  381 (注)１,２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  102,547 (注)３ 

新株予約権の行使期間 
 自平成20年７月５日 

 至平成25年６月26日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格  102,547 

 資本組入額  51,274 

新株予約権の行使の条件 

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)この他、権利行使の条件は平成18年６月27日の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する新株予約割当契約書の

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。 

代用払込みに関する事項    － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   (注)４ 

新株予約権の取得条項に関する事項   (注)５ 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



４．組織再編行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案

の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項 

 下記５ 新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない

ものとする。 

５．新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)及び(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  



③会社法に基づき発行した新株予約権 

平成19年６月23日定時株主総会特別決議及び平成19年８月15日開催の取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行数から既に

権利者による権利放棄の申し出があった株式の数を減じた数とする。 

２．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるもの

とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  80 (注)１,２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  80 (注)１,２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  114,650 (注)３ 

新株予約権の行使期間 
 自平成21年９月１日 

 至平成23年８月31日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格  114,650 

 資本組入額  57,325 

新株予約権の行使の条件 

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)この他、権利行使の条件は平成19年６月23日の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する新株予約割当契約書の

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。 

代用払込みに関する事項    － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   (注)４ 

新株予約権の取得条項に関する事項   (注)５ 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



４．組織再編行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案

の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項 

 下記５ 新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない

ものとする。 

５．新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)及び(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  



④会社法に基づき発行した新株予約権 

平成19年６月23日定時株主総会特別決議及び平成19年８月15日開催の取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行数から既に

権利者による権利放棄の申し出があった株式の数を減じた数とする。 

２．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。 

３．当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるもの

とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  284 (注)１,２ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  284 (注)１,２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  114,650 (注)３ 

新株予約権の行使期間 
 自平成21年９月１日 

 至平成23年８月31日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 発行価格  114,650 

 資本組入額  57,325 

新株予約権の行使の条件 

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(2)この他、権利行使の条件は平成19年６月23日の定時

株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当

社と付与対象者との間で締結する新株予約割当契約書の

定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要

する。 

代用払込みに関する事項   － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   (注)４ 

新株予約権の取得条項に関する事項   (注)５ 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



４．組織再編行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案

の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項 

 下記５ 新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

(9) その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができない

ものとする。 

５．新株予約権の取得条項 

以下の(1)、(2)及び(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社

の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができる。 

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  

  



⑤会社法に基づき発行した新株予約権 

平成19年10月15日開催の取締役会決議 

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。  

２．当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるものと

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整

するものとする。  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  20,000 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  20,000 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  当初 57,640 (注)２,５ 

新株予約権の行使期間 
 自平成19年10月16日 

 至平成21年10月16日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

行使価格の２分の１を資本金とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、これを切り上げる。 (注)５ 

新株予約権の行使の条件 

コミットメント・ライン契約に基づき、当社はメリルリ

ンチ日本証券株式会社に対して行使すべき新株予約権の

個数を指定した上で、当新株予約権の行使要請をする事

ができ、メリルリンチ日本証券株式会社は行使要請期間

内に、行使要請により指定された個数の新株予約権を行

使する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  (注)３  

新株予約権の取得条項に関する事項   (注)４ 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



３．組織再編行為時の取扱い 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点

において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予

約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編

対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

 再編対象会社の普通株式とする。 

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘案

の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再

編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 

(5) 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。 

(8) 新株予約権の取得条項 

 下記４ 新株予約権の取得条項に準じて決定する。 

４．新株予約権の取得条項  

     (1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以

降、(ⅰ)本新株予約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知

をし、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場合には、会社法第273条、第274条及び第293条の規定に

従って公告及び通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり435円の価

額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができ

る。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 

      (2) 当社は、当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認

決議した場合は、(ⅰ)本新株予約権証券が発行されていない場合には、会社法第273条の規定に従って通

知をし、(ⅱ)本新株予約権証券が発行されている場合には、会社法第273条、第274条及び第293条の規定

に従って公告及び通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個当たり435円の

価額で、本新株予約権者（当社を除く。）の保有する本新株予約権の全部を取得する。 

     ５．新株予約権の行使価額の修正 

本新株予約権の各行使請求の効力発生日の前日まで（当日を含む。）の３連続取引日（但し、終値のない

日は除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当す

る金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正

日以降、当該修正日価額に修正される。本新株予約権のいずれかの行使にあたって価額修正が行われる場

合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。 

  



 ⑥会社法に基づき発行した新株予約権付社債 

 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債  

  

 （注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は１株とする。 

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整するもの

とし、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を

調整する。  

    ２. 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。  

  

       上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。 

また、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は次の算式により調整されるもの

とし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

            さらに、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得な

い事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。 

  

  
第１四半期会計期間末現在 

（平20年６月30日） 

新株予約権の数（個）  2,113 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  2,113 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 

 35,000 

ただし、本新株予約権と引換に金銭の払込は要しませ

ん。(注)２ 

新株予約権の行使期間 
 自平成20年５月１日 

 至平成20年９月30日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

 行使価格の２分の１を資本金とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、これを切り上げる。 

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 － 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   (注)３ 

新株予約権の取得条項に関する事項   － 

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 



３．組織再編行為時の取扱い  

            (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

                残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。  

            (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

                再編対象会社の普通株式とする。 

       (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  

          組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

            (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

                交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編の条件等を勘

案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である

再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。  

            (5) 新株予約権を行使することができる期間  

                新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。  

            (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

               組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 

            (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  

                譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。 

            (8) 新株予約権の取得条項  

                本新株予約権の取得条項は定めない。 

            (9) その他の新株予約権の行使の条件  

                新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができな

いものとする。 

  

  



（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．第三者割当 発行価格35,000円 資本組入額17,500円 

  主な割当先 菊川 曉 他11名 

２．その他資本剰余金への振替による減少であります。 

    ３．自己株式の消却による減少であります。 

４．新株予約権の行使による増加であります。 

（５）【大株主の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  

  

②【自己株式等】 

 当第１四半期連結会計期間末において、自己株式は保有しておりません。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額 
（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

 平成20年４月30日 

（注１） 
25,736 96,093.3 450,380 1,823,113 450,380 1,244,075 

 平成20年６月30日 

（注２） 
― 96,093.3 ― 1,823,113 △188 1,243,886 

  平成20年６月30日 

（注３） 
△1.3 96,092 ― 1,823,113 ― 1,243,886 

 平成20年４月１日～ 

 平成20年６月30日 

（注４） 

25 96,117 339 1,823,453 339 1,244,226 

平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － －  － 

議決権制限株式（自己株式等） － －  － 

議決権制限株式（その他） －    － 

完全議決権株式（自己株式等）   －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    96,117 96,117 

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式 

単元未満株式 － －  － 

発行済株式総数 96,117 －   － 

総株主の議決権 － 96,117   － 



２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注）株価は、大阪証券取引所（ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」）におけるものであります。 

  

月別 
平成20年 
 ４月 

  
５月 

  
６月 

高（円） 42,850 39,500 39,000 

低（円） 34,000 33,250 31,750 



３【役員の状況】 

 前事業年度有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  



第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。 



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 384,014 348,945

受取手形及び売掛金 194,192 163,424

預け金 168,907 179,951

その他 ※2  140,113 ※2  136,745

貸倒引当金 △2,428 △2,148

流動資産合計 884,799 826,920

固定資産   

有形固定資産 ※1  213,775 ※1  196,708

無形固定資産   

ソフトウエア 933,762 893,713

のれん 1,234,175 436,977

その他 89,849 95,964

無形固定資産合計 2,257,787 1,426,655

投資その他の資産   

破産更生債権等 155,000 155,000

その他 103,453 142,478

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 103,453 142,478

固定資産合計 2,575,016 1,765,843

資産合計 3,459,816 2,592,763

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 120,619 99,027

短期借入金 178,084 176,683

1年内返済予定の長期借入金 7,060 13,289

前受金 257,594 199,128

未払法人税等 28,403 50,452

決済キャンセル引当金 11,951 11,842

賞与引当金 14,234 21,802

1年内償還予定の転換社債 73,955 －

その他 217,634 310,240

流動負債合計 909,538 882,466

固定負債   

退職給付引当金 41,574 29,435

役員退職慰労引当金 56,309 45,448

その他 28,576 36,057

固定負債合計 126,460 110,942

負債合計 1,035,998 993,408



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,823,453 1,372,733

資本剰余金 1,244,226 793,695

利益剰余金 △620,808 △651,125

自己株式 － △188

株主資本合計 2,446,871 1,515,114

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 △88

為替換算調整勘定 △99,509 △113,221

評価・換算差額等合計 △99,590 △113,310

新株予約権 63,988 46,152

少数株主持分 12,548 151,397

純資産合計 2,423,817 1,599,354

負債純資産合計 3,459,816 2,592,763



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 972,211

売上原価 142,499

売上総利益 829,712

販売費及び一般管理費 ※1  728,650

営業利益 101,062

営業外収益  

受取利息 1,497

為替差益 4,237

その他 146

営業外収益合計 5,881

営業外費用  

支払利息 4,058

株式交付費 9,329

その他 403

営業外費用合計 13,791

経常利益 93,152

特別利益  

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失  

持分変動損失 574

特別損失合計 574

税金等調整前四半期純利益 92,582

法人税、住民税及び事業税 47,491

法人税等調整額 11,461

法人税等合計 58,953

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,866

四半期純利益 36,495



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 92,582

減価償却費 71,334

のれん償却額 38,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） 274

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,151

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,628

株式報酬費用 6,876

受取利息及び受取配当金 △1,497

支払利息 4,058

株式交付費 9,329

持分変動損益（△は益） 574

有形固定資産売却損益（△は益） △4

売上債権の増減額（△は増加） △29,126

仕入債務の増減額（△は減少） 29,714

前受金の増減額（△は減少） 51,962

その他 △63,963

小計 216,698

利息及び配当金の受取額 131

利息の支払額 △5,574

法人税等の還付額 250

法人税等の支払額 △61,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,428

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △30,140

有形固定資産の売却による収入 77

無形固定資産の取得による支出 △104,870

差入保証金の差入による支出 △309

差入保証金の回収による収入 11,145

長期前払費用の取得による支出 △611

貸付けによる支出 △2,573

貸付金の回収による収入 617

その他 △3,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,928



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,534

長期借入金の返済による支出 △6,867

株式の発行による収入 679

株式の発行による支出 △9,329

少数株主からの払込みによる収入 2,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,639

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,078

現金及び現金同等物の期首残高 517,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  545,250



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 当社グループは、前連結会計年度において、平成14年３

月期以降７期連続して重要な営業損失及び経常損失を継続

的に計上しており、平成19年３月期及び平成20年３月期に

ついては、重要な当期純損失を計上しており、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。当第１四半

期連結会計期間において、営業損益、経常損益及び四半期

純損益は黒字化しており、業績の改善がみられるものの、

継続企業の前提に関する重要な疑義を完全に払拭したとは

言えない状況にあります。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、事業の主体で

ありますオンラインゲーム事業のグローバル展開を積極的

に推進しております。今後、事業への選択と集中をさらに

すすめるため、当社グループの事業体制を整備いたしま

す。 

 まず、平成20年７月に当社のオンラインゲーム事業なら

びに間接部門を、連結子会社である㈱ガーラモバイルを吸

収分割承継会社とする会社分割により承継させました。ま

た、同社は日本でのオンラインゲーム事業をＰＣ・モバイ

ルの両面から推進する㈱ガーラジャパンとして商号を変更

いたしました。 

 これにより、当社は、ホールディング会社に移行し、グ

ループ全体の事業戦略企画や管理統括のみを実施する純粋

持株会社として今後の事業展開を進めます。 

 また、各グループ会社の経営代表者を当社の取締役に迎

え、グループのシナジーを 大限に生かすグループ経営を

すすめております。 

 なお、事業面におきましては、今後も引き続き市場拡大

が見込まれる欧米でのオンラインゲーム事業に積極的に経

営資源を投下し、自社・他社のブランドを問わず提供する

ゲーム数を増加させるとともに、韓国のオンラインゲーム

開発を行う連結子会社との連携を強化し、より優良なオン

ラインゲームの開発とライセンス提供をすすめてまいりま

す。 

 財務面では、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会

計期間末残高が、前連結会計年度末に比べて28,078千円増

加し、545,250千円となっており、当面の資金繰りに支障

はないものと考えております。  

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸

表に反映しておりません。 

  



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 会計処理基準に関する事項

の変更 

  

連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱いの適用 

 「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年５月17日 実務

対応報告第18号）を当第１四半期連結会計

期間から適用し、連結決算上必要な修正を

行っております。この結果、従来の方法に

よった場合に比べて、営業利益は4,667千

円の減少、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は4,117千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 241,093千円 

  

※２        ― 

  

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 220,193千円 

  

※２ 仕掛品             5,464千円  

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

      のとおりとなっております。 

    給料手当             193,980千円 

    ソフトウェア償却費          41,770千円 

    のれん償却額          38,716千円 

    減価償却費           14,377千円 

    賞与引当金繰入額        12,203千円 

    役員退職慰労引当金繰入額     8,059千円 

    権利金償却                   7,406千円 

    退職給付引当金繰入額     5,402千円 

    貸倒引当金繰入額        365千円 

  



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式          96,117株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 
  

(1)平成19年10月15日第１回新株予約権 

   新株予約権の目的となる株式の種類     普通株式 

   新株予約権の目的となる株式の数      20,000株 

   新株予約権の四半期連結会計期間末残高   親会社   8,700千円 
  

(2)第2回無担保転換社債型新株予約権付社債  

        新株予約権の目的となる株式の種類        普通株式 

             新株予約権の目的となる株式の数         2,113株 

             新株予約権付社債の四半期連結会計期間末残高   親会社   73,955千円 
  
         (3)ストックオプションとしての新株予約権 

        新株予約権の四半期連結会計期間末残高   55,288千円 

                            （親会社 29,848千円 連結子会社 25,440千円） 

  

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

    ５．株主資本の金額の著しい変動 

 当社は平成20年４月30日付で、Gala-Net Inc.の全株主（当社を除く）及びnFlavor Corp.の一部株主から

現物出資による第三者割当増資の払込みを受けました。また、ストック・オプションの権利行使による払込

みも含め、当第一四半期連結会計期間において資本金が450,719千円、資本剰余金が450,530千円増加し、当

第１四半期連結会計期間末において資本金が1,823,453千円、資本剰余金が1,244,226千円となっておりま

す。 

  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係 

  

 現金及び預金勘定    384,014千円 

 預け金  168,907千円 

      計 552,921千円 

 拘束性のある預け金 7,670千円 

 現金及び現金同等物 545,250千円 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 提出会社及び連結子会社は、インターネット関連事業を事業内容としており、販売形態から見て単一セグメ

ントのため、記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

     当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分については、連結会社の所在する国又は地域によっております。 

    ２.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。これに伴い従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益が韓国で

4,667千円減少しております。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)米国・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2)欧州・・・・・・・アイルランド 

(3)アジア他・・・・・韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・タイ・チリ  

       ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．オンラインゲーム事業に関する売上高は、パブリッシャーの所在する国又は地域別に集計してお 

ります。 

  

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
欧州 

（千円） 
韓国 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
186,503 342,644 352,995 90,067 972,211 ― 972,211 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

807 62 ― 199,298 200,168 (△200,168) ― 

計 187,311 342,707 352,995 289,365 1,172,380 (△200,168) 972,211 

営業利益又は営業損失

(△） 
△119,651 △448 127,112 74,950 81,962 19,099   101,062 

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 342,619 329,938 113,125 785,683 

Ⅱ 連結売上高(千円） ― ― ― 972,211 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
35.2 33.9 11.6 80.8 



（有価証券関係） 

 有価証券の当四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

  

（デリバティブ取引関係） 

 該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

      売上原価          26千円 

 販売費及び一般管理費   6,849千円 

  

    ２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  

  

  

  
Gala Networks Europe Ltd.  

平成20年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 Gala Networks Europe Ltd.  取締役２名 従業員５名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 43,700株  

付与日 平成20年５月30日 

権利確定条件 

付与日（平成20年５月30日）以降権利確定日（平成21年５

月30日以降各権利確定日）まで継続して勤務しているこ

と。 

※権利確定の方法 

付与日から１年後に全体の1/4確定、以降36ヵ月に渡り 

毎月1/36ずつ権利確定 

対象勤務期間 自 平成20年５月30日  至 平成21年５月29日 

権利行使期間 自 平成21年５月30日  至 平成28年５月29日 

権利行使価格（ユーロ） 16.52 

付与日における公正な評価単価（ユーロ） 16.52 



（企業結合等関係） 

  共通支配下の取引 
  
 １．結合当事企業、企業結合の法的形式、取引の目的を含む取引の内容 

  （1)結合当事企業 

     ①Gala-Net Inc. 

        ②nFlavor Corp. 

   (2)企業結合の法的形式 

    当社の第三者割当増資による新株式及び無担保転換社債型新株予約権の発行に際し、結合当事企業の株式を対価

とする形式（現物出資） 

  (3)取引の目的を含む取引の内容 

     当社は、Gala-Net Inc.の全株主（当社を除く）及びnFlavor Corp.の一部株主に対し、第三者割当増資により

新株式及び転換社債型新株予約権付社債を割当て、Gala-Net Inc.の全株主（当社を除く）及びnFlavor Corp.の

一部株主は、その対価として、Gala-Net Inc.及びnFlavor Corp.の株式を現物出資いたしました。これにより

Gala-Net Inc.は完全子会社化となり、nFlavor Corp.への当社出資比率が増加いたしました。 

     当該取引は、当社グループが展開するオンラインゲーム事業戦略において、 大のパブリッシャーである米国

連結子会社Gala-Net Inc.及びデベロッパーである韓国連結子会社nFlavor Corp.を完全子会社化又は持株比率の

引上げを実施することで、当社グループの収益効率化やパブリッシング及び開発機能の効率化を高めグループ全

体でのオンラインゲーム事業のサービス提供体制の強化を目的としたものであります。 
  
 ２．実施した会計処理の内容 

   追加取得した株式に対応する持分を少数株主持分から減額するとともに、追加取得により増加した親会社の持分を

追加投資額と相殺消去し、追加取得持分と追加投資額の間に生じた差額をのれんとして処理しています。 
  
 ３．被取得企業の取得原価 

     ①Gala-Net Inc.    948,815千円 

        ②nFlavor Corp.     25,900千円 
  
 ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

   (1)発生したのれんの金額 

      ①Gala-Net Inc.    826,019千円 

         ②nFlavor Corp.      9,896千円 

     (2)発生原因 

     当社が追加取得した被取得企業の取得原価が、追加取得により増加した親会社持分の金額を上回ったためであ

ります。 

   (3)償却方法及び償却期間 

     10年間の均等償却 



（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 24,421.08円 １株当たり純資産額 19,924.45円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 416.56円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
409.78円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 36,495 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る四半期純利益（千円） 36,495 

期中平均株式数（株） 87,611.45 

    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株） 1,450.01 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

           ― 



（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

（１）当社取締役、監査役に対するストック・オプション

としての新株予約権の発行 

    平成20年7月30日開催の取締役会において、ストッ

ク・オプションとして発行する新株予約権の募集事

項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集

をすること等につき決議いたしました。 

   １．新株予約権を引き受ける者の募集をすることを

必要とする理由 

     当社の長期的な企業価値向上への貢献意欲や士

気を一層高めることを目的とします。 

   ２．新株予約権発行の要領 

    ①募集新株予約権の名称 

      株式会社ガーラ 第８回新株予約権 

    ②募集新株予約権の総数 

      1,910個 

    ③募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 

       募集新株予約権の目的である株式の種類は

当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的

である株式の数は1株とする。 

    ④募集新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額 

       各募集新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は、当該募集新株予約権を行使

することにより交付を受けることができる株

式１株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

 行使価額は、割当日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）の大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値（以下、「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上

げる。）又は割当日の終値（当日に終値がな

い場合は、それに先立つ直近の取引日の終

値）のいずれか高い金額とする。 

  



当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

    ⑤募集新株予約権を行使することができる期間 

      平成22年8月16日から平成27年6月28日まで 

    ⑥募集新株予約権の払込金額 

募集新株予約権と引換えの金銭の払込みは

これを要しないこととする。 

※職務遂行の対価として割り当てるもので

あり、対象者に特に有利な条件となるもの

ではない。 

     ⑦募集新株予約権を割り当てる日 

       平成20年8月15日 

     ⑧募集新株予約権の割当ての対象者及びその人

数並びに割り当てる募集新株予約権の数 

       当社の取締役8名に1,880個、監査役3名に30

個を割り当てる。 

  

（２）当社使用人他に対するストック・オプションとして

の新株予約権の発行 

    当社は、平成20年７月30日開催の取締役会におい

て、平成20年6月28日開催の当社株主総会の委任を受

け、ストック・オプションとして発行する新株予約

権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受け

る者の募集をすること等につき決議いたしました。 

    １．特に有利な条件により新株予約権を引き受ける

者の募集をすることを必要とする理由 

     当社グループの長期的な企業価値向上への貢献

意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材

の確保等を目的とします。 

    ２．新株予約権発行の要領 

    ①募集新株予約権の名称 

      株式会社ガーラ 第９回新株予約権 

    ②募集新株予約権の総数 

      2,360 個 

    ③募集新株予約権の目的である株式の種類及び数 

       募集新株予約権の目的である株式の種類は

当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的

である株式の数は1 株とする。 

    ④募集新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額 

       各募集新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は、当該各募集新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる

株式1 株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。 

  



（リース取引関係） 

 該当事項はありません。 

  

２【その他】 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

       行使価額は、割当日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）の大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値（以下、「終値」という。）の平均値に

1.05 を乗じた金額（1 円未満の端数は切り上

げる。）又は割当日の終値（当日に終値がな

い場合は、それに先立つ直近の取引日の終

値）のいずれか高い金額とする。 

    ⑤募集新株予約権を行使することができる期間 

      平成22年８月16日から平成27年６月28日まで

    ⑥募集新株予約権の払込金額 

募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこ

れを要しないこととする。 

     ⑦募集新株予約権を割り当てる日 

       平成20年8月15日 

     ⑧募集新株予約権の割当ての対象者及びその人

数並びに割り当てる募集新株予約権の数 

      当社の使用人8 名に165 個、当社子会社の取

締役5 名に345 個、使用人50 名に1,850 個

を割り当てる。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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